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現
行
 

新
制
度
施
行
後
 

対
象
児
童
 

お
お
む
ね
１
０
歳
未
満
の
留
守
家
庭
の
小
学
生
 

留
守
家
庭
の
小
学
生
 

設
備
及
び
運
営

 
の
基
準
 

特
段
の
定
め
な
し
 

国
が
省
令
で
基
準
を
定
め
、
市
町
村
で
条
例
を
制
定

 
［
従
事
す
る
者
及
び
員
数

…
従
う
べ
き
基
準
］
 

［
施
設
、
開
所
日
数
、
時
間
な
ど

…
参
酌
す
べ
き
基
準
］
 

市
町
村
の
関
与
 

開
始
後
１
ヶ
月
以
内
に
事
後
の
届
け
出
な
ど

 
［
届
け
出
先
：
都
道
府
県
］
 

事
業
開
始
前
の
事
前
の
届
け
出
な
ど

 
［
届
け
出
先
：
市
町
村
］
 

市
町
村
の
情
報
収
集

 
子
育
て
支
援
事
業
に
関
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供

 
子
育
て
支
援
事
業
に
関
し
、
必
要
な
情
報
の
収
集
及
び
提
供

 

事
業
の
実
施
の
促
進

 
特
段
の
定
め
な
し

 
市
町
村
の
公
有
財
産
（
学
校
の
余
裕
教
室
な
ど
）
 

の
貸
付
け
等
に
よ
る
事
業
の
促
進

 

計
画
等
 

 
・
「
市
町
村
行
動
計
画
」
の
策
定
。

 
  
・
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
次
世
代
育
成
支
援
対
策

を
推
進
す
る
努
力
義
務
 

 
・
「
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
の
策
定

 
 
・
区
域
ご
と
の
事
業
量
の
見
込
み
や
提
供
体
制
の
確
保
に
つ
い
て
法
律
上
に
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
・
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
事
業
を
実
施
す
る
責
務
 

費
用
負
担
割
合
 

事
業

主
拠

出
金
 

（
国

）
 

都
道

府
県
 

市
町

村
 

1/
3 

1/
3 

1/
3 

事
業

主
拠

出
金
 

（
国

）
 

都
道

府
県
 

市
町

村
 

1/
3 

1/
3 

1/
3 

質
の

改
善

に
か

か
る

費
用

に
つ

い
て

は
、

税
制

抜
本

改
革

に
よ

る
財

源
確

保
を

前
提

（
公

費
）
 

※
質

の
改

善
に

か
か

る
費

用
に

つ
い

て
、

事
業

主
拠

出
金

は
充

当
し

な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
平

成
２

４
年

３
月

２
日

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決
定

）
 

※
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

に
従

事
す

る
者

の
処

遇
改

善
に

資
す

る
た

め
の
施

策
に

つ
い

て
検

討
を

加
え

、
 
 

 
所

要
の

措
置

を
講

ず
る

。
（

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

附
則

第
２

条
第

３
項
）
 

※
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

の
量

的
拡

充
及

び
質

の
向

上
を

図
る

た
め

の
安

定
財
源

の
確

保
に

努
め

る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

同
法

附
則

第
３

条
）
 

※
幼

児
教

育
・

保
育

・
子

育
て

支
援

の
質

・
量

の
充

実
を

図
る

た
め

に
は

、
１
兆

円
超

程
度

の
財

源
が

必
要

 
 

 
で

あ
り

、
今

回
の

消
費

税
率

の
引

上
げ

に
よ

り
確

保
す

る
０

．
７

兆
円

程
度
以

外
の

０
．

３
兆

円
超

に
つ
 

 
い

て
、

速
や

か
に

確
保

の
道

筋
を

示
す

。
（

参
・

附
帯

決
議

）
 

※
総

事
業

費
の
1
/2
程
度

を
保

護
者

負
担

と
整

理
の

う
え
 

 
予

算
計

上
し

て
い

る
。
 

※
保

護
者

の
就

労
だ

け
で

な
く

、
保

護
者

の
疾

病
や

介
護

な
ど

も
該

当
す

る
こ
と

を
地

方
自

治
体

を
は

じ
め
 

 
関

係
者

に
周

知
す

る
。

（
衆

／
参

・
附

帯
決

議
）
 

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
の

主
な
改

正
事

項
 

保
護

者
負

担
 

保
護

者
負

担
 

※
地

域
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

に
つ

い
て

は
、

住
民

の
ニ

ー
ズ

を
市

町
村
の

事
業

計
画

に
的

確
に

反
映

さ
せ

る
と

と
も

に
、

市
町

村
の

事
業

計
画

に
掲

げ
ら

れ
た

各
年

度
の

取
組

に
応
じ

て
、

住
民

に
と

っ
て

必
要

な
量

の
確

保
と

質
の

改
善

を
図

る
た

め
の

財
政

支
援

を
行

う
仕

組
み

と
す

る
こ
と

。
（

参
・

附
帯

決
議

）
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 第
一

章
 
総

則
 

〔
事

業
〕
 

第
六

条
の
三

 
 

②
 

こ
の
法

律
で
、

放
課
後

児
童
健

全
育

成
事

業
と

は
、
小

学
校
に

就
学
し

て
い

る
児

童
で

あ
つ
て

、
そ
の

保
護
者

が
労

働
 

 
等

に
よ
り

昼
間
家

庭
に
い

な
い
も

の
に

、
授

業
の

終
了
後

に
児
童

厚
生
施

設
等

の
施

設
を

利
用
し

て
適
切

な
遊
び

及
び

生
 

 
活

の
場
を

与
え
て

、
そ
の

健
全
な

育
成

を
図

る
事

業
を
い

う
。
 

 
 

※
現

行
は

「
小

学
校

に
就

学
し

て
い

る
お

お
む

ね
1
0歳

未
満

の
児

童
」

と
規

定
 

 第
二

章
 
福

祉
の
保

障
 

〔
子

育
て
支

援
事
業

〕
 

第
二

十
一
条

の
九
 
 

 
市

町
村
は

、
児
童

の
健
全

な
育
成

に
資

す
る

た
め

、
そ
の

区
域
内

に
お
い

て
、

放
課

後
児

童
健
全

育
成
事

業
、
子

育
て

短
期

支
援

事
業

、
乳
児

家
庭
全

戸
訪
問

事
業

、
養

育
支

援
訪
問

事
業
、

地
域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業
、

一
時
預

か
り
事

業
、

病
児

保
育

事
業

及
び
子

育
て
援

助
活
動

支
援

事
業

並
び

に
次
に

掲
げ
る

事
業
で

あ
つ

て
主

務
省

令
で
定

め
る
も

の
（
以

下
「

子
育

て
支

援
事

業
」
と

い
う
。

）
が
着

実
に

実
施

さ
れ

る
よ
う

、
必
要

な
措
置

の
実

施
に

努
め

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
一

 
児
童

及
び
そ

の
保
護

者
又
は

そ
の

他
の

者
の

居
宅
に

お
い
て

保
護
者

の
児

童
の

養
育

を
支
援

す
る
事

業
 

 
二

 
保
育

所
そ
の

他
の
施

設
に
お

い
て

保
護

者
の

児
童
の

養
育
を

支
援
す

る
事

業
 

 
三

 
地
域

の
児
童

の
養
育

に
関
す

る
各

般
の

問
題

に
つ
き

、
保
護

者
か
ら

の
相

談
に

応
じ

、
必
要

な
情
報

の
提
供

及
び

 

 
 

助
言
を

行
う
事

業
 

 

児
童

福
祉

法
 （
抄

）
 

 ［
平

成
24

年
一

部
改

正
］
 

 ※
下
線
部
は
、
従
前
か
ら
の
改
正
点
。

 



 〔
事
業
の
利
用
の
促
進
〕
 

第
二
十
一
条
の
十
 

 
市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
と
と
も

に
、
当
該
市
町
村
以
外
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
と
の
連
携
を
図
る
等
に
よ
り
、
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規

定
す
る
児
童
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
利
用
の
促
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 〔
市
町
村
の
情
報
提
供
等
〕
 

第
二
十
一
条
の
十
一
 
 

 
市
町
村
は
、
子
育
て
支
援
事
業
に
関
し
必
要
な
情
報
の
収
集

及
び
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
保
護
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た

と
き
は
、
当
該
保
護
者
の
希
望
、
そ
の
児
童
の
養
育
の
状
況
、
当
該
児
童
に
必
要
な
支
援
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

、
当
該
保
護
者
が
最
も
適
切
な
子
育
て
支
援
事
業
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
、
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の
と
す

る
。
 

②
 
市
町
村
は
、
前
項
の
助
言
を
受
け
た
保
護
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
子
育
て
支
援
事
業
の
 
 

 
利
用
に
つ
い
て
あ
つ
せ
ん
又
は
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
保
護
者
の
利
用
の
 
 

 
要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

③
 
市
町
村
は
、
第
一
項
の
情
報
の
収
集

及
び
提
供
、
相
談
並
び
に
助
言
並
び
に
前
項
の
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
の
事
 

 
務
を
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

④
 
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
者
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
情
報
の
収
集
、
あ
つ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
 

 
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
※
「
情
報
の
収

集
」
の
規
定

を
追
加
 



第
三
章
 
事
業
、
養
育
里
親
及
び
施
設
 

〔
事
業
の
開
始
等
〕
 

第
三
十
四
条
の
八
 

【
２
項
以
下
新

設
】
 

 
市
町
村
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

②
 
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働

 

 
省
令
で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
出
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

③
 
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
の

 
 

 
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

④
 
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
 

 
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
※
現
行
は
社
会

福
祉
法
の
規

定
に
基
づ

き
、
都
道
府

県
に
対
す
る
事

業
開
始
・

廃
止
時
の
事

後
届
け
出
 

 〔
設
備
及
び
運
営
の
基
準
〕
 

第
三
十
四
条
の
八
の
二
 
【
新
設
】
 

 
市
町
村
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
条
例
で
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
基
準
は
、
児
童
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
に
必
要
な
水
準
を
確
保
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

②
 
市
町
村
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
そ
の
員
数
に
つ

 
 

 
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
 

 
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。
 

③
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
第
一
項
の
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

※
市
町
村
は

、
国
の
定
め
る

基
準
に
従

い
又
は
参
酌

し
、
条
例
で
基

準
を
定
め

る
旨
を
規
定
 

 



 〔
報
告
及
び
立
入
検
査
等
〕
 

第
三
十
四
条
の
八
の
三
 
【
新
設
】
 

 
市
町
村
長
は
、
前
条
第
一
項
の
基
準
を
維
持
す
る
た
め
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
と
認

め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
に
立
ち

入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

②
 
第
十
八
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

③
 
市
町
村
長
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
が
前
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
き
は

 
 

 
、
そ
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
 

 
。
 

④
 
市
町
村
長
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
 

 
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
係
 

 
る
児
童
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
 

 
で
き
る
。
 

 
※
市
町
村

が
条
例
で
定

め
る
基
準
の
遵
守

を
担
保
す
る

た
め
、
市
町
村

に
よ
る
報

告
の
徴
収
等

の
規
定
を
追
加
 



 第
七
章
 
雑
則
 

〔
事
業
の
実
施
の
促
進
〕
 

第
五
十
六
条
の
七
 

【
２
項
を
新
設

】
 

 
市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
、
公
有
財
産
（
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
有
財
産
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
貸
付
け
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
積
極
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
の
多
様

な
事
業
者
の
能
力
を
活
用
し
た
保
育
所
の
設
置
又
は
運
営
を
促
進
し
、
保
育
の
利
用
に
係
る
供
給
を
効
率
的
か
つ
計
画
的
に

増
大
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

②
 
市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
、
公
有
財
産
の
貸
付
け
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
積
極
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
福
 

 
祉
法
人
そ
の
他
の
多
様
な
事
業
者
の
能
力
を
活
用
し
た
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
実
施
を
促
進
し
、
放
課
後
児
童
健
 

 
全
育
成
事
業
に
係
る
供
給
を
効
率
的
か
つ
計
画
的
に
増
大
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

③
 
国
及
び
都
道
府
県
は
、
前
二
項
の
市
町
村
の
措
置
に
関
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
※
小
学
校

の
余
裕
教
室

や
小
学
校
敷
地
内

等
の
「
公
有

財
産
」
の
活
用

の
規
定
を

追
加
 

 



平
成

２
５

年
度

 放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

整
備

費
に

お
け

る
補

助
対

象
整

備
区

分
の

拡
大

に
つ

い
て

 

整
備

区
分

等
 

整
備

内
容

 
国

庫
補

助
基

準
額

等
 

創
 
設

 
○

新
た
に
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
を
整

備
。

 
2
1
,5

0
4
千

円
 

改
 
築

 
（
一

部
改

築
を
含

む
。
）
 
○

施
設

の
老

朽
化

に
伴

う
改

築
整

備
。

 
○

改
築

 ：
 2

1
,5

0
4
千

円
 

○
一

部
改

築
 ：

 2
1
,5

0
4
千

円
×

改
築

面
積

/
既

存
施

設
の

総
面

積
 

拡
 
張

 

①
 
受

入
枠

の
拡

大
の

た
め
、
既

存
ク
ラ
ブ
延

面
積

の
増

を
図

る
整

備
。

 

②
 
既

存
の

ク
ラ
ブ
が

狭
隘

な
た
め
、
受

入
児

童
数

は
そ
の

ま
ま
で
、
既

存
ク
ラ
ブ
の

延
面

積
の

増
を
図

る
整

備
。

 

③
 
児

童
が

体
調

が
悪

い
時

な
ど
に
休

息
す
る
た
め
の

「
静

養
ス
ペ
ー

ス
」
が

無
い
た
め
、
既

存
施

設
の

延
面

積
を
増

加
さ
せ

て
、
新

た
に
「
静

養
ス
ペ
ー
ス
」
を
設

け
る
整

備
。

 

○
 
厚

生
労

働
大

臣
が

必
要

と
認

め
た
額

と
す
る
。

 
 

 
 た

だ
し
、
創

設
整

備
の

基
準

額
の

２
分

の
１
を
上

限
と
す
る
。

 

大
規

模
修

繕
 

○
一

定
年

数
が

経
過

し
て
使

用
に
堪

え
な
く
な
っ
た
居

室
等

の
改

修
、
附

帯
設

備
の

改
造

 

○
施

設
の

模
様

替
 

○
環

境
上

の
条

件
等

に
よ
り
必

要
と
な
っ
た
ア
ス
ベ
ス
ト
処

理
工

事
等

 

○
消

防
法

及
び
建

築
基

準
法

等
関

係
法

令
の

改
正

に
よ
り
新

た
に
そ
の

規
定

に
適

合
さ
せ

る
た
め
に
必

要
と
な
る
改

修
 

○
資

源
の

有
効

活
用

に
向

け
た
特

殊
附

帯
工

事
 

○
土

砂
災

害
等

に
備

え
た
施

設
の

一
部

改
修

 
 

 
 
等

 

○
 
１
施

設
の

対
象

経
費

の
実

支
出

額
が

「
施

設
延

面
積

（
基

準
面

積
）
×

4
,0

0
0
円

」
に
よ
り
算

出
さ
れ

た
金

額
以

上
の

も
の

で
あ
り
、

か
つ
、
こ
れ

に
よ
り
算

出
さ
れ

た
額

が
5
0
0
万

円
以

上
の

も
の

。
 

○
 
ア
ス
ベ
ス
ト
処

理
工

事
の

対
象

 
 

 
 

 
総

事
業

費
3
0
万

円
以

上
 

○
 
特

殊
附

帯
工

事
基

準
額

 
：
 

1
2
,9

4
0
千

円
 

解
体

撤
去

工
事

費
 

仮
設

施
設

整
備

工
事

費
 ○

改
築

に
伴

う
既

存
施

設
の

一
部

又
は

全
部

の
解

体
撤

去
。

 
○

改
築

又
は

大
規

模
修

繕
に
伴

う
仮

設
施

設
の

整
備

。
 

○
改

築
の

場
合

 ：
 解

体
撤

去
1
,1

4
0
千

円
、
仮

設
施

設
1
,6

9
9
千

円
 

○
一

部
改

築
の

場
合

の
解

体
撤

去
・
仮

設
施

設
及

び
大

規
模

修
繕

の
場

合
の

仮
設

施
設

 ：
 厚

生
労

働
大

臣
が

認
め
た
額

 

○
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
整
備
費
に
お
け
る
国
庫
補
助
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
、
か
所
数
増

を
図
る
た
め
の
整
備

を
重
点
的
に
支

援
す
る
た
め
、
創
設

整
備
の
み
を
補
助
対
象
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
。

 

○
 
平
成
２
５
年
度
か
ら
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
と
同
様
、
既

存
新
設
の
老
朽

改
築
・
耐
震
補
強

等
に
対
応
す
る
た
め
の
改

築
、
大
規
模
修
繕

や
、

児
童
の
受
入
枠
拡
大
に
繋
が
る
拡
張
整
備
も
補
助
の
対
象
と
す
る
（
取
扱
い
の
詳
細

は
、
交
付
要
綱
の

他
、
別
途
、
通
知
で
規
定
。
）
。

 

［
平

成
２

５
年

度
に

補
助

対
象

と
な

る
整

備
内

容
（案

）］
 
 

《
国

庫
負

担
割

合
は

、
従

来
ど

お
り

３
分

の
１

》
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放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

【
事

業
の

内
容

、
目

的
】

共
働

き
家
庭
な
ど
留
守
家
庭
の
お
お
む
ね

10
歳

未
満

の
児

童
に
対

し
て

児
童

館
や
学

校
の
余
裕
教
室

公
民
館

な
ど
で

共
働

き
家
庭
な
ど
留
守
家
庭
の
お
お
む
ね

10
歳

未
満

の
児

童
に
対

し
て
、
児

童
館
や
学

校
の
余
裕
教
室
、
公
民
館

な
ど
で
、

放
課
後
に
適
切
な
遊
び
、
生
活
の
場
を
与
え
て
、
そ
の
健
全
育
成
を
図
る

（
平

成
9年

の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り
法
定
化
〈児

童
福
祉
法
第

6条
の

3第
2項

〉
）

【
現

状
】
（
ク
ラ
ブ
数

及
び
児

童
数

は
平

成
24

年
5月

現
在

）

○
ク
ラ
ブ
数

21
,0

85
か
所

（
参

考
：
全

国
の
小

学
校

約
2
1
,1
6
6
校

）
○

登
録

児
童

数
85

1,
94

9人
（
全

国
の
小

学
校

1～
3年

生
約
3
2
8
万
人
の

23
％

程
度

＝
約

4人
に

1人
）

○
利

用
で
き
な
か
っ
た
児

童
数

（
待

機
児

童
数
）

7,
52

1人
〔
利
用
で
き
な
か
っ
た
児
童

が
い
る
ク
ラ
ブ
数

1
,4
2
9
か
所

〕

【
現

状
】
（
ク
ラ
ブ
数

及
び
児

童
数

は
平

成
24

年
5月

現
在

）

○
利

用
児

童
数

（
待

機
児

童
数
）

,
〔
利
用

児
童

数
,

所
〕

【
事
業
に
対
す
る
国
の
助
成

［
児

童
育

成
事

業
費

（
特

別
会

計
）
か
ら
事

業
実

施
市

町
村

へ
の
補

助
］
】

・「
子
ど
も
・子

育
て
ビ
ジ
ョ
ン
」（
平
成
２
２
年
１
月
２
９
日
閣
議
決
定
）

⇒
平

成
２
６
年

度
末

ま
で
に

11
1万

人
（
小
学
校

1～
3 
年
生
の

32
％
＝

3人
に

1人
）
の
受

入
児

童
数

を
め
ざ
す

【
事
業
に
対
す
る
国
の
助
成

［
児

童
育

成
事

業
費

（
特

別
会

計
）
か
ら
事

業
実

施
市

町
村

へ
の
補

助
］
】

【
主

な
内

容
】

○
運
営
費

（
２
７
９

３
億
円

２
８
７

４
億
円
）

○
平

成
２
５
年

度
予

算
案

３
１
５
．
８
億

円
（
平

成
２
４
年

度
予

算
：
３
０
７
．
７
億

円
）

○
運
営
費

（
２
７
９
．
３
億
円

→
２
８
７
．
４
億
円
）

・保
育
の
利
用
者
が
引
き
続
き
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
で
き
る
よ
う
箇
所
数
の
増
を
図
る
。

（
26

,3
10

か
所

→
27

,0
29

か
所
）

・１
ク
ラ
ブ
当
た
り
の
基
準
額
（児

童
数

40
人
の
場
合
）

31
9.

1万
円

（
総

事
業

費
63

8.
2万

円
）
→

33
6.

0万
円

（
総

事
業

費
67

2.
0万

円
）※

※
研

修
受

講
の
た
め
の
費

用
等

を
新

た
に
計

上

（
参

考
）
運

営
費

の
費

用
負

担
の
考

え
方

○
整
備
費

（２
８
．
３
億
円

→
２
８
．
３
億
円
）

・放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
新
た
に
設
置
す
る
た
め
の
創
設
整
備
（基

準
額
：2

,1
50

.4
万
円
）の

ほ
か
、

耐
震
化
に
対
応
す
る
た
め
の
改
築
、
大
規
模
修
繕
及
び
受
入
枠
の
拡
大
に
繋
が
る
拡
張
の
整
備

区
分
を
追
加

1 /
 3

1 /
 3

国 1 /
 6

都
道
府
県

1 /
 6

市
町
村

保
護
者

1 /
 2

区
分
を
追
加
。

・ま
た
、
学
校
の
余
裕
教
室
等
の
改
修
に
よ
る
ク
ラ
ブ
室
の
設
置
や
、
大
規
模
ク
ラ
ブ
の
解
消
を
図
る

た
め
の
改
修
等
に
必
要
な
費
用
を
支
援
す
る
。
（基

準
額
：
70

0万
円

※
）

※
備

品
購

入
の
み
の
場

合
は
、
基

準
額

：1
00

万
円

1 /
 2

1 /
 3

市
町
村

1 /
 6

1 /
 2（

基
準

額
）※

国
(1
/
6
)は

事
業
主

拠
出

金
財

源
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○
平
成
２
４
年

で
は
、
ク
ラ
ブ
数

は
２
１
，
０
８
５
か
所
、
登

録
児

童
数

は
８
５
万

１
，
９
４
９
人

と
な
っ
て
お
り
、
平

成
１
０
年

と
比
較
す
る
と
、

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
数

及
び
登

録
児

童
数

等
の

推
移

［
参

考
ク
ラ
ブ
数

登
録

児
童

数
及

び
利

用
で
き
な
か

た
児

童
数

の
推

移
］

、
，

、
，

、
、

ク
ラ
ブ
数

は
約

２
．
２
倍

、
児

童
数

は
約

２
．
４
倍

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ク
ラ
ブ
を
利

用
で
き
な
か
っ
た
児

童
数

（
待

機
児

童
数

）
は

７
，
５
２
１
人

(最
大

の
１
９
年

に
比

べ
て
約

５
割

)と
な
っ
た
。

1
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0

［
参

考
：
ク
ラ
ブ
数

、
登

録
児

童
数

及
び
利

用
で
き
な
か
っ
た
児

童
数

の
推

移
］

（
か
所

）
（
人

）

1
9
9
4
6
2
0
,5
6
1
2
1
,0
8
5

7
0
4
,9
8
2

7
4
9
,4
7
8
7
9
4
,9
2
2
8
0
7
,8
5
78
1
4
,4
3
9
8
3
3
,0
3
88
5
1
,9
4
9

8
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

2
5
0
0
0

3
0
0
0
0

ク
ラ
ブ
数

利
用
で
き
な
か
っ
た
児

童
数
（
待

機
児
童

数
）

登
録
児
童

数

1
3
6
9
8
1
4
,4
5
71
5
,1
8
4

1
5
,8
5
7

1
6
,6
8
5

1
7
,5
8
3
1
8
,4
7
91
9
,9
4
6

12
18
914

,0
29
13
,0
96

3
9
2
8
9
3

4
5
2
,1
3
5

5
0
2
,0
4
1
5
4
0
,5
9
5

5
9
3
,7
6
4

6
5
4
,8
2
3

5
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0

1
5
0
0
0

2
0
0
0
0

1
4
,0
0
0

1
6
,0
0
0

9
7
2
9

1
0
,2
0
1
1
0
,9
9
4

1
1
,8
0
3
1
2
,7
8
2
1
3
,6
9
8

9,
40
011

,3
60
12
,1
89

11
,4
38

8,
02
1
7,
40
8
7,
52
1

3
4
8
,5
4
33
5
5
,1
7
6

3
9
2
,8
9
3

2
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
2
,0
0
0

1
0
,0
0
0

8
,0
0
0

6
,0
0
0

5,
85
1
6,
18
0

01
0
0
0
0
0

0

5
0
0
0

1
0
年

1
1
年

1
2
年

1
3
年

1
4
年

1
5
年

1
6
年

1
7
年

1
8
年

1
9
年

2
0
年

2
1
年

2
2
年

2
3
年

2
4
年

4
,0
0
0

2
,0
0
0 0

※
各

年
５
月

１
日

現
在
（
育

成
環

境
課
調

）



放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
の

現
状

○
規
模
別
実
施
状
況

登
録

児
童

数
人

数
規

模
別

る
と

人
ま

○
終
了
時
刻
の
状
況
（
平
日
）

※
平
成
２
４
年
５
月
１
日
現
在
（
育
成
環
境
課
調
）

17
:0
0ま

で

52
9か

所
(3
%
)

19
:0
1以

降

1,
06

1か
所

（
5%

）
9人

以
下

65
0か

所
（
3%

）
71

人
以

上

1
26

9か
所

登
録

児
童

数
の

人
数

規
模

別
で
み

る
と
、
４
５
人

ま
で
の

ク
ラ
ブ
が

全
体

の
約

６
５
％

を
占

め
る
。

18
:0

1以
降
の
閉
所
が
全
体
の
約
６
割
を
占
め
る
。

52
9か

所
(3
%
)

17
:0
1～

18
:0
0

8,
00

8か
所

(3
8%

)

65
0か

所
（
3%

）

10
～
19

人

2,
28

0か
所

(1
1%

)

46
～
55

人

56
～
70

人

2,
84

0か
所

(1
4%

)

1,
26

9か
所

(6
%
)

（
参

考
）
２
３
年

（
参

考
）
２
３
年

9人
以

下

68
7か

所
（
3%

）
71

人
以

上

1,
19

9か
所

(6
%
)

17
:0
0ま

で

59
9か

所
(3
%
)

19
:0
1以

降

96
0か

所
（
5%

）

18
:0
1～

19
:0
0

11
,4
59

か
所

(5
4%

)

20
～
35

人

6,
06

4か
所

(2
8%

)
36

～
45

人

4,
75

0か
所

(2
3%

)

46
～
55

人

3,
23

2か
所

(1
5%

)

10
～
19

人

2,
18

7か
所

(1
1%

)

20
～
35

人

5,
86

8か
所

(2
8%

)
36

～
45

人

4,
63

3か
所

46
～
55

人

3,
04

8か
所

(1
5%

)

56
～
70

人

2,
93

9か
所

(1
4%

)

(
)

17
:0
1～

18
:0
0

8,
56

1か
所

(4
2%

)

18
:0
1～

19
:0
0

10
,4
10

か
所

(5
1%

)

○
設
置
場
所
の
状
況

設
置

場
所

で
は

、
学

校
の

余
裕

教
室

が
約

２
８
％

、
学

校

敷
地

内
の

専
用

施
設

が
約

２
４
％

児
童

館
が

約
１
３
％

○
登
録
児
童
の
学
年
別
の
状
況

小
学

校
１
年

生
か

ら
３
年

生
ま
で
で
全

体
の

約
９
割

を
占
め
る

(2
3%

)

そ
の

他

敷
地

内
の

専
用

施
設

が
約

２
４
％
、
児

童
館

が
約

１
３
％

で
あ
り
、
こ
れ

ら
で
全

体
の

約
６
５
％

を
占

め
る
。

４
年

生

以
上

他

10
万

人

を
占
め
る
。

学
校

余
裕

教
室

5,
91

9か
所

(2
8%

)

学
校

公
的

施
設

等

3,
23

2か
所

そ
の

他

4,
24

4か
所

(2
0%

)

１
年

生

29
万

人
(3
4%

)

３
年
生

20
万

人
(2
3%

)

(1
2%

)

学
校

余
裕
教

室

5,
82

7か
所

(2
8%

)
公
的
施
設
等

そ
の
他

4,
20

9か
所

(2
0%

)

（
参

考
）
２
３
年

１
年

生

29
万
人

(3
5%

)
３
年
生

４
年
生

以
上

他

9万
人

(1
1%

)

（
参

考
）
２
３
年

学
校

敷
地

内

4,
94

5か
所

(2
4%

)

児
童

館

2,
74

5か
所

(1
3%

)

(1
5%

)
２
年

生

26
万

人
(3
1%

)

(2
8%

)

学
校

敷
地
内

4,
68

6か
所

(2
3%

)
児
童
館

2,
72

4か
所

(1
3%

)

公
的
施
設
等

3,
11

5か
所

(1
5%

)

(3
5%

)

２
年
生

26
万

人
(3
1%

)

19
万

人
(2
3%

)
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2
,0

0
0
 

4
,0

0
0
 

6
,0

0
0
 

8
,0

0
0
 

1
0
,0

0
0
 

1
2
,0

0
0
 

1
4
,0

0
0
 

平
成

１
７

年
平

成
１

８
年

平
成

１
９

年
平

成
２

０
年

平
成

２
１

年
平

成
２

２
年

平
成

２
３

年
平

成
２

４
年

1
8
:0

0
以

前

1
8
:0

1
～

1
9
:0

0

1
9
:0

1
以

降

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
開
所
時
間
の
延
長

に
つ
い
て

 

○
長

時
間

開
設

加
算

 
 
 

平
日

６
時

間
を

超
え

、
か

つ
１

８
時

を
越

え
て

開
設

す
る

ク
ラ

ブ
（長

期
休

暇
等

は
１

日
８

時
間

を
超

え
て

開
設

す
る

ク
ラ

ブ
）に

対
し

、
通

常
の

運
営

費
補

助
に

加
え

、
延

長
時

間
に

応
じ

て
加

算
 

 
 

      ○
補

助
基

準
額

 
 
 

■
２

３
年

度
 

「小
１

の
壁

」の
解

消
に

向
け

、
開

設
時

間
の

延
長

の
更

な
る

促
進

を
図

る
た

め
、

平
成

23
年

度
に

補
助

単
価

の
引

き
上

げ
を

実
施

 
 
 

 
 

 
 

 
 

※
平

日
分

21
5→

26
0千

円
、

長
期

休
暇

等
分

 9
7→

11
7千

円
（平

均
延

長
時

間
１

時
間

あ
た

り
／

年
額

） 
 
 

■
２

５
年

度
予

算
（案

） 
平

日
分

26
9→

27
3千

円
、

長
期

休
暇

等
分

12
1→

12
3千

円
（平

均
延

長
時

間
１

時
間

あ
た

り
／

年
額

） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
８
時

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

時
 

  
12

時
 

 
 

 
 

 
 

 
  

18
時

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  2

0時
 
 

 
 

平
日

 
 

（2
00

日
） 

長
期

休
暇

等
 

（5
0日

以
上

） 
  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

基
本

分
（８

時
間

分
） 

延
長

分
 

延
長

分
 

延
長

分
 

延
長

分
 １
時

間
単

価
 

基
本

分
（６

時
間

分
） 

延
長

分
 

小
学

校
授

業
 

延
長

分
 

１
時

間
単

価
 

（ク
ラ

ブ
数

） 

【
平

日
の

終
了

時
刻

の
推

移
】
 

○
 
終

了
時

刻
は

18
:0

0ま
で

に
終

了
す

る
ク

ラ
ブ

が
減

り
、

18
:0

0を
越

え
て

開
設

す
る

ク
ラ

ブ
数

が
年

々
増

加
し

て
い

る
。

 

（注
１
） 

 
各

年
５
月

１
日

現
在

（育
成

環
境

課
調

） 
（注

２
） 

 
 
（ 

）内
は

、
各

年
の

総
数

に
占

め
る

割
合

 

【
開

設
時

間
の

延
長

推
進

の
た
め
の

国
の

補
助

】
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放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

 
○

 
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
支
援
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
増
大
を
背
景
に
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
数
が
年
々
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ク
ラ
ブ
を
生
活
の
場

と
し
て
い
る

 
 

 
子
ど
も
の
健
全
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
補
助
金
の
交
付
・
不
交
付
を
問
わ
ず
、
ク
ラ
ブ
と
し
て
望
ま
し
い
運
営
内
容
を
目
指
す
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

 
 

 
国
に
お
い
て
初
め
て
策
定
。

 
○

 
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
、
各
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
定
期
的
に
自
己
点
検
を
行
う
な
ど
に
よ
り
資
質
の
向
上
を
図
る
。

 

趣
旨

・
目

的
 

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
９
年
１
０
月
１
９
日

 
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
 

  
 

１
．
対

象
児
童

 
 
・
 
保
護
者
が
労
働
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学
校
１
～
３
年
の
就
学
児
童
。

 
 
・
 
そ
の
他
健
全
育
成
上
指
導
を
要
す
る
児
童
（
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
小
学
校

 
 

 
４
年
生
以
上
）
 

２
．
規

模
 

 
・
 
集
団
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
４
０
人
程
度
ま
で
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 
 
・
 
１
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
最
大
７
０
人
ま
で
と
す
る
こ
と
。

 

３
．
開

所
日
・
開
所
時
間

 
 
・
 
子
ど
も
の
放
課
後
の
時
間
帯
、
地
域
の
実
情
や
保
護
者
の
就
労
状
況
を
考
慮
。

 
 
・
 
土
曜
日
、
長
期
休
業
期
間
等
は
、
保
護
者
の
就
労
実
態
等
を
踏
ま
え
て
８
時
間
以
上
開
所
。

 
 
・
 
新
１
年
生
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
と
の
連
続
を
考
慮
し
４
月
１
日
よ
り
受
け
入
れ
る
こ
と
。

 

４
．
施

設
・
設
備

 
 
・
 
専
用
の
部
屋
ま
た
は
間
仕
切
り
等
で
区
切
ら
れ
た
専
用
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
、
生
活
の
場
と
し
て

 
 

 
の
機
能
が
十
分
確
保
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

 
 
・
 
子
ど
も
が
生
活
す
る
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
児
童
１
人
当
た
り
１
．
６
５
㎡
以
上
が
望
ま
し
い
。

 
 

 
 
な
お
、
体
調
が
悪
い
時
等
に
休
息
で
き
る
静
養
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
こ
と
。

 
 
・
 
施
設
・
設
備
は
衛
生
及
び
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
事
業
に
必
要
な
設
備
・
備
品

 
 

 
を
備
え
る
こ
と
。

 

５
．
職

員
体
制

 
 
・
 
放
課
後
児
童
指
導
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

 
 
・
 
放
課
後
児
童
指
導
員
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
３
８
条
に

 
 
規
定
す
る
児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
の
資
格
を
有
す
る
者
が
望
ま
し
い
。

 

６
．
放

課
後
児
童
指
導
員
の
役
割

 
 
・
 
子
ど
も
の
人
権
の
尊
重
、
個
人
差
へ
の
配
慮
、
体
罰
等
の
禁
止
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保

 
 

 
護
等
に
留
意
の
う
え
、
次
の
活
動
を
行
う
こ
と
。

 
 
①

 
子
ど
も
の
健
康
管
理
、
出
席
確
認
等
の
安
全
確
保
、
情
緒
の
安
定
を
図
る
。

 
 
②

 
遊
び
を
通
し
て
の
自
主
性
、
社
会
性
、
創
造
性
を
培
う
。

 
 
③

 
子
ど
も
が
宿
題
・
自
習
等
の
学
習
活
動
を
自
主
的
に
行
え
る
環
境
を
整
え
、
必
要
な

 
 

 
 

 
援
助
を
行
う
。

 
 
④

 
基
本
的
生
活
習
慣
に
つ
い
て
の
援
助
、
自
立
に
向
け
た
手
助
け
を
行
う
と
と
も
に
、

 
 

 
 
そ
の
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。

 
 
⑤

 
活
動
内
容
に
つ
い
て
家
庭
と
の
日
常
的
な
連
絡
、
情
報
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
家
庭

 
 

 
 
や
地
域
で
の
遊
び
の
環
境
づ
く
り
へ
の
支
援
を
行
う
。

 
 
⑥

 
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
に
努
め
、
児
童
虐
待
等
に
よ
り
福
祉
的
介
入
が
必
要
と
さ
れ
る

 
 

 
 
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
等
が
設
置
す
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
を

 
 

 
 
活
用
し
な
が
ら
、
児
童
相
談
所
や
保
健
所
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
対
応
。

 
 
⑦

 
そ
の
他
放
課
後
に
お
け
る
子
ど
も
の
健
全
育
成
上
必
要
な
活
動
を
行
う
。

 

○
そ
の

他
 

７
．

 保
護

者
へ
の
支
援
・
連
携

 
 

 
・
 
保
護
者
自
身
が
互
い
に
協
力
し
て
子
育
て
の
責
任
を
果
た
せ
る
よ
う
支
援
。

 
８
．

 学
校

と
の

連
携

 
 

 
・
 
学
校
、
放
課
後
子
ど
も
教
室
と
の
連
携
を
図
る
。

 
 

９
．

 関
係

機
関
・
地
域
と
の
連
携

 
10

. 安
全

対
策

 
11

. 特
に
配

慮
を
必
要
と
す
る
児
童
へ
の
対
応

 
12

. 事
業

内
容
等
の
向
上
に
つ
い
て

 
 

  ・
放

課
後

児
童

指
導

員
の

資
質

の
向

上
の

た
め
積

極
的

に
研
修

を
実

施
し
、
又
は

受
講

さ
せ
る
こ
と
。

 
 

 
・
ク
ラ
ブ
は
、
事
業
内
容
に
つ
い
て
定
期
的
に
自
己
点
検
、
自
ら
事
業
内
容
向
上
に
努
め
る
。

 
13

. 利
用

者
へ

の
情
報
提
供
等

 
14

. 要
望

・
苦
情
へ
の
対
応

 
 

 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

概
要
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平成 24 年 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況 

（５月１日現在） 

 

厚生労働省ではこのほど、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の平成 24 年の

状況を取りまとめました。 

これは、児童館や学校の余裕教室などで留守家庭の子ども（おおむね 10 歳未満）に   

放課後の遊び場や生活の場として提供する事業で、クラブ数や利用登録している児童の数

などを把握するための調査を毎年実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 23年の数値は、東日本大震災の影響で調査を実施できなかった岩手県、福島県の 12市町

村を除いて集計しています。 

○放課後児童クラブ数、前年比 524 か所増加※ 

  平成 23 年 → 平成 24 年 ： 2 万 561 か所 → 2 万 1,085 か所 

 

○登録児童数、同 18,911 人増加※ 

  平成 23 年 → 平成 24 年 ： 83 万 3,038 人 → 85 万 1,949 人 

 

○利用できなかった児童数（待機児童数）は 7,521 人 

放課後児童クラブの利用申し込みをしながら何らかの理由で利用できなかっ

た児童数（待機児童数）は 7,521 人（同 113 人の増）。※ 

ピークだった平成 19 年（14,029 人）から約 6,500 人減少した。 

平成 24 年９月 26 日 

【照会先】 

雇用均等・児童家庭局 育成環境課 

児童健全育成専門官 富安健司（内線 7903）

健全育成係長    國松弘平（内線 7909）

(代表電話) 03(5253)1111 

(直通電話) 03(3595)2505 
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＊ 平成２４年５月１日現在　育成環境課調査

区分
クラブ数

登録児童数
実施市区町村割合
(実施市区町村数)

クラブ数
登録児童数

実施市区町村割合
(実施市区町村数)

・　公立民営のクラブの伸びが大きい。
(か所)

区分
公立公営 8,490 (40.3%) 8,390 (40.8%)
公立民営 9,077 (43.0%) 8,718 (42.4%)
民立民営 3,518 (16.7%) 3,453 (16.8%)

計 21,085 (100.0%) 20,561 (100.0%)

３　実施場所の状況（か所）

(か所)
実施場所

学校の余裕教室 5,919 (28.1%) 5,827 (28.3%)
学校敷地内専用施設 4,945 (23.5%) 4,686 (22.8%)

小計 10,864 (51.6%) 10,513 (51.1%)
児童館･児童ｾﾝﾀｰ 2,745 (13.0%) 2,724 (13.3%)

公的施設等 3,232 (15.3%) 3,115 (15.2%)
その他 4,244 (20.1%) 4,209 (20.5%)
小計 10,221 (48.4%) 10,048 (48.9%)
計 21,085 (100.0%) 20,561 (100.0%)

351

173

100
359
65

524

増減

833,038人
90.7%

（▲6市町村）
0.4ポイント
18,599人
615か所

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況【概要】

１　クラブ数、登録児童数及び実施市町村数の状況
・　クラブ数は対前年で５２４か所増加の２１，０８５か所に、登録児童数は対前年で約１８，９００人増加の
８５．２万人となった。
・　クラブ実施市区町村数は１，５９１市区町村となり、全市区町村における実施割合は９１．３％となった。

平成 ２４ 年 平成 ２３ 年 増減
20,561か所 524か所

851,949人 833,038人 18,911人
91.3% 90.7% 0.6ポイント

21,085か所

(1,591市区町村) (1,574市区町村) (+17市町村)
　注：実施市町村割合は、各年の全市区町村数(2４年度1,742、23年度：1,735)に対する割合である。
　※平成23年度の全市区町村数は、震災により調査を実施できなかった12市町村を除いた数値である。

２　設置・運営主体別クラブ数の状況（か所）

（1,574市区町村）

19,946か所
平成23年 平成22年

524

平成 ２４ 年 平成 ２３ 年 増減

　（参考値）平成23年と平成22年の比較

814,439人
90.3%

（1,580市区町村）

増減
20,561か所

　注：(　　)内は各年の総数に対する割合である。

92
259

21

・ 学校の余裕教室と学校敷地内専用施設を合わせた「学校内実施」が５１．６％と全体の５割以上を占
めており、また、全増加数（５２４か所）に占める「学校内実施」増加数（３５１か所）は約７割となっている。

平成 ２４ 年 平成 ２３ 年

　注：(　　)内は各年の総数に対する割合である。

117
35

-2-



４　実施規模の状況（か所）

(か所)
実施規模
９人以下 650 (3.1%) 687 (3.4%)

１０人～１９人 2,280 (10.8%) 2,187 (10.6%)
２０人～３５人 6,064 (28.8%) 5,868 (28.6%)
３６人～４５人 4,750 (22.5%) 4,633 (22.5%)
４６人～５５人 3,232 (15.3%) 3,048 (14.8%)
５６人～７０人 2,840 (13.5%) 2,939 (14.3%)
７１人以上 1,269 (6.0%) 1,199 (5.8%)

計 21,085 (100.0%) 20,561 (100.0%)

５　年間開設日数の状況（か所）

(か所)
開設日数

１９９日以下 47 (0.2%) 54 (0.3%)
２００日～２４９日 989 (4.7%) 953 (4.6%)
２５０日～２７９日 3,540 (16.8%) 3,164 (15.4%)
２８０日～２９９日 16,120 (76.5%) 15,996 (77.8%)

３００日以上 389 (1.8%) 394 (1.9%)
計 21,085 (100.0%) 20,561 (100.0%)

６　平日の終了時刻の状況

(か所)
終了時刻

１７：００まで 529 (2.5%) 599 (2.9%)
17:01 ～ 18:00 8,008 (38.0%) 8,561 (41.7%)
18:01 ～ 19:00 11,459 (54.4%) 10,410 (50.7%)

１９：０１以降 1,061 (5.0%) 960 (4.7%)
計 21,057 (100.0%) 20,530 (100.0%)

７　利用できなかった児童数の状況

(人)

利用できなかった児童数

▲ 37
93

・　児童数２０人～３５人の規模のクラブが約３割と最も多い。

・　年間開設日数が、２８０日～２９９日のクラブが全体の約８割を占める。

▲ 99
70

　　一方、児童数７１人以上の規模のクラブが、７０か所増加した。

平成 ２４ 年 平成 ２３ 年 増減

・　クラブの終了時刻は、遅くなっている傾向にある。

平成 ２４ 年 平成 ２３　年 増減

　注：(　　)内は各年の総数に対する割合である。

196
117
184

524

　注：(　　)内は各年の総数に対する割合である。

▲ 7
36

376
124
▲ 5
524

平成 ２４ 年 平成 ２３ 年 増減
▲ 70

▲ 553

527

1,049
101

　注１：(　　)内は各年の総数に対する割合である。
　注２：[24年度:21,057]、[23年度:20,530]は、平日に開所しているクラブ数。

7,521人 7,408人 113人

・　利用できなかった児童数は、前年に比べ１１３人増加した。

平成 ２４ 年 平成 ２３ 年 増減
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［参考：クラブ数、登録児童数及び利用できなかった児童数の推移］

（か所） （人）

16,685
17,583 18,479

19,946
20,561

21,085

502 041
540,595

593,764

654,823
704,982

749,478

794,922 807,857

814,439
833,038

851,949

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

20,000

25,000

30,000

クラブ数

待機児童数

児童数

16 000

（か所） （人）

10,994

11,803
12,782

13,698 14,457
15,184

15,857

5,851 6,180 9,400

11,360
12,189

14,029 13,096
11,438

8,021 7,408 7,521

392,893

452,135
502,041

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

0

5,000

10,000

15,000

12,000

14,000

10,000

8,000

6,000

16,000

4,000

2,000

000
12年度 13年度14年度15年度 16年度17年度18年度19年度20年度21年度22年度23年度24年度

0

※各年５月１日現在（育成環境課調）
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事 務 連 絡

平成２１年１２月２２日

都道府県

各 指定都市 児童委員、主任児童委員事務担当者 殿

中 核 市

厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 育 成 環 境 課

円滑な児童委員・主任児童委員活動について（依頼）

児童委員、主任児童委員活動の推進につきましては、平素よりご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、近年、少子化や核家族化に伴う育児不安や子育ての孤立化に加えて、児

童虐待をはじめ、いじめや不登校、少年非行等、支援を必要とする子どもや家庭を

めぐる問題が複雑化・深刻化している中、児童委員・主任児童委員は、住民の立

場に立ち、住民との信頼関係の中で子どもや子育て家庭への支援活動を行う地域

のボランティアとして活動を行っており、児童委員・主任児童委員に対する期待は

高まっています。

子育て家庭等が必要な時に児童委員・主任児童委員へ相談できる環境づくりが

求められているところあり、子育て家庭に「児童委員・主任児童委員」制度を周知

し、児童委員・主任児童委員についての理解を広げることが重要であると考えてい

ます。

このため、今般、平成21年12月21日付け雇児母発１２２１第1号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局母子保健課長通知により、母子健康手帳の任意様式に児童

委員・主任児童委員の活動についての記述を盛り込んだところです（別紙参照）。

管内市区町村及び関係機関等に御周知いただき、地域住民に対して、児童委

員、主任児童委員制度の正しい理解が得られるようご配慮願います。

また、児童委員・主任児童委員活動には、日頃から地域住民の状況を適切に把

握しておくことが重要であることから、各自治体におかれましては、活動の重要性を

ご認識いただき、円滑な活動に必要な情報の提供につき特段のご配慮をお願いい

たします。

（本件担当）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局

育成環境課育成環境係

℡03-5253-1111 内7905、7910
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審
議
会
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
に
対
し
て
答
申
や
意
見
の
具
申
を
行
う
他
、
児
童
福

 
祉
法
第
８
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
の
福

 祉
の
向
上
を

 
図
る
た
め
に
、
芸
能
、
出
版
物
等
の
推

 
薦
を
行
い
、
又
、
そ
れ
ら
の
製
作
者
や
興
行
者
に
対
し
て
必
要
な
勧
告
を
行
う
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

 
   

  社
会
保
障
審
議
会
福
祉
文
化
分
科
会
は
、
平
成
１
３
年
３
月
２
３
日
よ
り
児
童
福
祉
文
化
財
の
推
薦
を
実
施
し
て
い
る
。

 
 
児
童
福
祉
法
第
８
条
第
７
項

 
  
  
社
会
保
障
審
議
会
及
び
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
は
、
児
童
及
び
知
的
障
害
者
の
福
祉
を
図
る

た
め
、
芸
能
、
出
版
物
、
が
ん
具
、
遊
戯
等
を
推
薦
し
、
又
は
そ
れ
ら
を

 製
作
し
、
興
行
し
、
若
し
く
は
販

売
す
る
者
等
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
．
児
童
福
祉
文
化
財
の
推
薦
業
務

 
  
 
福
祉
文
化
分
科
会
は
、
優
れ
た
作
品
・公
演
等
の
審
査
を
円
滑
に
行
う
た
め
「委
員
会
」を
設
置
し
て
審
議
。

 
福
祉
文
化
分
科
会
は
、
３
つ
の
委
員
会
で
構
成
。
推
薦
の
決
定
が
委
任
さ
れ
て
い
る
。

 
  
  
各
委
員
会
は
、
社
会
保
障
審
議
会
の
本
委
員
、
各
分
野
に
お
け
る
学
識
経
験
者
の
臨
時
委
員
と
専
門
委
員

若
干
名
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

 
  
  
  
 出
版
物
委
員
会

  
  
  
  
  
  
 図
書
等

 
  
  
  
 舞
台
芸
術
委
員
会

  
  
  
  
  
 演
劇
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、
コ
ン
サ
ー
ト
、
舞
踏
等

 
  
  
  
 映
像
・メ
デ
ィ
ア
等
委
員
会

  
 映
画
、
放
送
テ
レ
ビ
、
ビ
デ
オ
、
Ｃ
Ｄ
等

 
 ３
．
推
薦
基
準

 
  
 ・

 
児
童
に
適
当
な
文
化
財
で
あ
っ
て
、
児
童
の
道
徳
、
情
操
、
知
能
、
体
位
等
を
向
上
せ
し
め
、
そ
の
生
活

 
 

 
 

 
内
容
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
児
童
を
社
会
の
健
全
な
一
員
と
す
る
た
め
に
積
極
的
な
効
果
を
も
つ
も
の
。

 
  
 ・

  
児
童
福
祉
に
関
す
る
社
会
の
責
任
を
強
調
し
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
知
識
を
広
め
、
ま
た
は
、

 
 

 
 

 
 
児
童
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
の
関
心
及
び
理
解
を
深
め
る
等
、
児
童
福
祉
思
想
の
啓
発
普
及
に
積
極
的

 
 

 
 

 
な
効
果
を
も
つ
も
の
。

 
  
 ・

  
児
童
の
保
育
、
指
導
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
普
及
に
積
極
的
な
効
果
を
も
つ

 
 

 
 
も
の
。

 
 ４
．
推
薦
数

 
  
  
  
 平
成
２
４
年
度
の
推
薦
数

  
  

 ９
７
点

  
  

  
 

  
 

 
 

 
出
版
物
：４
９
点

  
 舞
台
芸
術
：１
４
点

  
映
像
・メ
デ
ィ
ア
等
：３
４
点

 
 

  
  
  
 平
成
２
３
年
度
の
特
別
推
薦

  
 １
５
点

 
  
  
  
  
  
 出
版
物
：
５
点

  
 舞
台
芸
術
：４
点

  
映
像
・メ
デ
ィ
ア
等
：６
点

 
 

 ５
．
広
報
・啓
発

 
 

 
児
童
福
祉
文
化
財
広
報
・啓
発
ポ
ス
タ
ー
を
制
作
し
、
各
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
の
児
童
福
祉
部

 
局
、
教
育
委
員
会
、
小
・中
学
校
、
図
書
館
、
保
育
所
、
児
童
館
、
小
児
科
医
院
等
に
配
布
。
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子
育

て
支

援
サ

ー
ビ
ス
事

業
費

等
民

間
企

業
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

が
行

う
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ

の
整

備
な
ど
を
実

施
す
る
た
め
の

経
費

を
助

成
す

る
。

・
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
・
子

育
て
支

援
拠

点
施

設
整

備
事

業
・
事

業
所

内
保

育
施

設
環

境
づ
く
り
支

援
事

業

（
財

）
こ
ど
も
未

来
財

団
事

業
部

事
業

振
興

課
　
　
　
０
３
－

５
５
１
０
－

１
８
３
２

特
別

保
育

事
業

等
推

進
施

設
の

助
成

延
長

保
育

や
一

時
保

育
、
夜

間
保

育
等

の
特

別
保

育
事

業
等

を
実

施
す
る
民

間
の

保
育

所
に
対

し
、
軽

微
な
改

修
工

事
等

に
要

す
る
経

費
を
助

成
す
る
。

・
特

別
保

育
事

業
等

推
進

施
設

助
成

事
業

（
財

）
こ
ど
も
未

来
財

団
事

業
部

事
業

振
興

課
　
　
　
０
３
－

５
５
１
０
－

１
８
３
２

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育

成
支

援
等

事
業

費
子

育
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
指

導
者

や
子

育
て
サ

ー
ク
ル

リ
ー

ダ
ー
等

の
育

成
と
資

質
の

向
上

を
図

る
た
め
の

研
修

等
を
行

う
。

・
子

育
て
支

援
者

向
け
研

修
事

業
（
大

規
模

研
修

会
）

・
子

育
て
支

援
者

向
け
研

修
事

業
（
小

規
模

研
修

会
）

・
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
研

修
事

業

（
財

）
こ
ど
も
未

来
財

団
事

業
部

研
修

調
査

課
　
　
　
０
３
－

５
５
１
０
－

１
８
３
３

事
業

所
内

保
育

施
設

運
営

等
適

正
化

事
業

地
方

自
治

体
と
の

共
催

事
業

と
し
て
、
事

業
所

内
保

育
施

設
及

び
そ
の

他
の

認
可

外
保

育
施

設
の

保
育

従
事

者
を
対

象
に
し
て
、
保

育
水

準
の

向
上

を
図

る
た
め
の

研
修

等
を
行

う
。

・
事

業
所

内
保

育
施

設
等

保
育

従
事

者
研

修
会

（
財

）
こ
ど
も
未

来
財

団
事

業
部

研
修

調
査

課
　
　
　
０
３
－

５
５
１
０
－

１
８
３
３

※
財

団
法

人
こ
ど
も
未

来
財

団
は

、
平

成
2
5
年

4
月

1
日

よ
り
、
一

般
財

団
法

人
こ
ど
も
未

来
財

団
に
移

行
予

定
。

平
成
２
５
年
度
に
お
け
る
（
一
財
）
こ
ど
も
未
来
財
団
に
よ
る
助
成
事
業
等

照
　
　
会

　
　
窓

　
　
口

主
　
　
な
　
　
内

　
　
容

　
　
（
案

）
国

庫
補

助
事

業
名

事
　
　
業

　
　
内

　
　
容
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子
育
て

支
援
交
付
金
の
安
心
こ
ど
も

基
金
等
へ
の
組
替
え
に
つ
い

て
 

○
 
従

来
「

子
育
て

支
援
交

付
金
」

に
よ

り
、

市
町

村
に
お

い
て
実

施
し
て

き
た

子
育

て
支

援
関
係

の
各
種

事
業
の

多
く

は
、
子

ど
も

・
子
育

て
支
援

新
制
度

に
お

い
て

、
法

定
化
さ

れ
た
給

付
又
は

事
業

と
し

て
位

置
付
け

ら
れ
た

と
こ
ろ

。
 

○
 
こ
れ
ら
の
事
業
が
、
平
成
２
７
年
度
か
ら
新
制
度
の
下
で
円
滑
に
ス
タ
ー
ト
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
お
 

い
て

も
、
段

階
的
に

事
業
を

拡
充
し

て
い

く
た

め
に

必
要
な

事
業
費

を
確
保

す
る

必
要

が
あ

る
た
め
、

安
心

こ
ど
も

基
金

に
移

行
し

て
拡
充

。
 

【
子
育
て
支
援
交
付
金
事
業
（
２
４
年
度
当
初
予
算
）

】
 

・
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

 

・
一

時
預

か
り

事
業

 

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

・
サ
ポ

ー
ト
・

セ
ン
タ

ー
事

業
 

・
子

育
て

短
期

支
援
事

業
 

・
へ

き
地

保
育

事
業

 

・
乳

児
家

庭
全

戸
訪

問
事

業
（

こ
ん

に
ち

は
赤

ち
ゃ

ん
事

業
）
 

・
養

育
支

援
訪

問
事
業

 

・
子

ど
も

を
守

る
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
機

能
強

化
事

業
 

・
家

庭
支

援
推

進
保
育

事
業

 

安
心
こ
ど

も
基
金

へ
 

組
替
え

 
(2
4年

度
補
正
予

算
)
 

子
ど
も

・
子

育
て

支
援

 
新
制
度
の

法
定
給

付
・
事

業
 

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事
業
に
メ
ニ
ュ
ー
と

し
て

 
追

加
(
2
5
年

度
当

初
予

算
)
 

新
制
度
に

移
行
し

な
い
事

業
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平
成

2
５

年
度

 
児

童
手

当
の

予
算

案
に

つ
い

て
 

 
［

支
給

額
］

 
・

3
歳

未
満

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

：
 

一
律

 
1

5
,0

0
0

円
 

 
 

 
 

 
 

 
・

3
歳

以
上

小
学

校
修

了
前

 
 

 
 

 
 

：
 

第
１

、
２

子
 

1
0

,0
0

0
円

、
第

３
子

以
降

 
1

5
,0

0
0

円
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 ・

中
学

生
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 

 
 

：
 

一
律

  
1

0
,0

0
0

円
 

 
 

 
 

 
 

 
・

所
得

制
限

世
帯

（
当

分
の

間
の

給
付

）
  

：
 

一
律

 
 5

,0
0

0
円

 
 

［
所

得
制

限
］

 
年

収
9

6
0

万
円

（
夫

婦
、

児
童

２
人

）
 

 
［

費
用

負
担

］
 

国
と

地
方

は
、

２
対

１
の

負
担

割
合

で
負

担
。

事
業

主
負

担
は

、
被

用
者

（
所

得
制

限
内

）
３

歳
未

満
の

1
5

分
の

７
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公
務

員
は

全
額

所
属

庁
負

担
 

              
  

  
 ［

給
付

総
額

］
 

２
兆

2
,6

3
1

億
円

 
  

 
 

 
 

 
 

事
業

主
 

7
/1

5
 

地
方

8
/4

5
 

所
属

庁
 

1
0
/1

0
 

所
属

庁
 

1
0
/1

0
 

児
童

手
当

 

特
例

給
付

 

国
 

1
6

/4
5
 

0
歳

～
3

歳
未

満
 

3
歳

～
 

中
学

校
修

了
前

 

公
務

員
 

児
童

手
当

 

特
例

給
付

 

被
用

者
 

国
 

2
/3

 
地

方
 1

/3
 

地
方

 
1
/3

 
国

 
2
/3

 

国
 

2
/3

 
地

方
 1

/3
 

非
被

用
者

 

国
 

2
/3

 
地

方
 1

/3
 

地
方

 
1
/3

 
国

 
2
/3

 

国
 

2
/3

 
地

方
 1

/3
 

地
方

 
1
/3

 
国

 
2
/3

 

（
所

得
制

限
以

上
）

 

（
所

得
制

限
以

上
）

 

国
 

１
兆

2
,5

6
4

億
円

 
(１

兆
2

,9
9

5
億

円
) 

   

事
業

主
 

1
,7

4
7

億
円

 

  

地
方

 
6

,2
8

2
億

円
 

(7
,8

8
9

億
円

) 

    

※
数

字
は

、
公

務
員

分
を

含
め

な
い

も
の

。
 

 
な

お
、

（
 

 
）

内
の

数
字

は
、

公
務

員
分

（
国

家
公

務
員

：
4

3
1

億
円

、
地

方
公

務
員

：
1

,6
0

7
億

円
）

を
含

め
た

金
額

。
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